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根拠法令・個別計画
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総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

相談体制を充実します

1

平成１２年度以前

安全・環境

2

～

市民安全課

相談係

5

人権擁護委員法

1

平成３０年度以降

生活安全

◆２５年度実施内容

・人権擁護委員による心配ごと相談の実施。（水・金曜日９：００～１５：００　ふれあいセン

ター）

・人権擁護委員の日（６月１日）に特設相談所を開設。

・生活展（いきいきこまき）での啓発活動１１月１７日

・小牧地区委員会研修１１月１８，１９日に長野県飯田市、岐阜県美濃加茂市と研修会を開

催。

・人権週間行事としてパネル展示（１２月３日～１０日）、街頭啓発（１２月３日）を実施。

・人権擁護委員の人権カルタによる人権教室を実施。

　（１２月５日：小木小学校２年４５名、１２月９日：小牧南小学校２年１３６名）

・SOSミニレター（全小中学校へ配布）の回答。（１０月末開始）

・人権作品入賞者作品（ポスター、習字等）の展示。

　（３月７日から１７日：小牧市役所展示スペース）

◆２５年度直接経費

　人権擁護活動委託　                        　      390,000円

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

小中学生の頃から人権意識を養う。

一般市民の人権を擁護し人権意識の普及・高揚に努める。
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　人権擁護活動委託　                        　      390,000円

　春日井人権擁護委員協議会関係負担金　  146,800円

　研修旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　23,000円

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　43,426円

　※２６年度実施内容

　　２５年度実施内容に準じて、活動を行う。

◆２６年度直接経費内訳

　人権擁護活動委託　　　　　　　　　　　　　　　　500,000円

　春日井人権擁護委員協議会関係負担金　　 165,000円

　研修旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,000円

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000円
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事業実施におけ

る課題

　人権教室を紙芝居からカルタに変更し実施したが、学校の現状に即した対象学年、

開催方法（クラス別での実施等）の検討が必要である。

　心配ごと相談では、周知の方法が課題である。
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達成状況

　小学２年生を対象に、人権カルタを使用し、２校で人権教室を実施した。

　人権擁護委員が市内の全小中学校を訪問し、人権作文、人権作品コンクールの作

品の応募の依頼及びＳＯＳミニレターの説明を行った。その結果、人権作品の応募が

目標値を上回り、人権の理解につながった。

　心配ごと相談において相談者の悩みに対して適切に相談に応じた。
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の改善案

　心配ごと相談の周知がされていないため、周知を図るとともに相談者を適切に案内

できるように他の相談員や相談窓口と連携を図る。

　人権教室については、学校と相談しながら適切な方法を検討していく。

　平成２６年度から１０名の委員となったので、適切な役割分担等を検討していく。
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果果果果

　いじめや体罰等の子どもの人権侵害が大きな社会問題となっており、人権について

の理解を深めるために事業を継続して実施していくことが必要である。また、子どもの

時から人権意識を育むことも重要で今後も事業を継続して実施していくことが必要で

ある。

判定理由

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき議会の承認を得て法務大臣から委嘱さ

れる国の委員であり、人権活動を実施するためには必要な委員である。事業を縮小・

廃止した場合は、身近で行われる人権啓発や相談窓口が無くなり、人権についての

理解が低下するものと考えられる。

維　持

　平成２６年度から人権擁護委員が２名増員となり、１０名となった。

　人権教室を新たな人権カルタで実施したが、学校の現状に即した対象学年、実施方

法等を学校と相談しながら検討していく。

　人権週間の啓発活動は、平日の日中で子供も少なくあまり効果が無いので廃止と

し、生活展での啓発を工夫していく。
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一次評価のとおり。


